
 
                                                                     

（令和６年 11月 27 日発表） 

 

盛土規制法施行に関する条例案等に係る 
パブリックコメントの実施 

別紙資料  有 ・ 無                     

 

◆アピールポイント 

盛土等の崩落による被害が各地で発生しています。盛土等に伴う災害

から人命を守るため「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等

規制法」（通称「盛土規制法」）に法律名、目的等も含め抜本的に改正さ

れました（令和４年５月 27 日に公布、令和５年５月 26 日に施行）。 

盛土規制法による規制の開始に当たり、同法により自治体の条例や規

則で定めることができることとされた事項、その他、法の施行に必要な

事項について、条例及び規則を定めます。 

このたび、条例及び規則の案の骨子、規制区域の案について、市民の

皆様から御意見を募集します。 

【制定のポイント】 

条例：許可対象となる盛土等の規模を静岡県内同一規模で設定します。 

規則：安全な盛土等の基準を示します。 

◆意見募集期間 令和６年１１月２７日（水）～令和６年１２月２７日（金） 

◆資料の閲覧場所 

（１）静岡市ホームページ 

（https://www.city.shizuoka.lg.jp/s9465/s012536.html） 

（２）静岡市都市局都市計画部開発審査課 

（静岡庁舎新館５階） 

（３）各区の市政情報コーナー 

（葵区役所１階、駿河区役所３階、清水区役所４階） 

◆提出方法 

（１）電子申請 

「https://logoform.jp/form/79j2/805222」 
（２）郵送または持参   令和６年１２月２７日（金）必着 

〒４２０－８６０２ 静岡市葵区追手町５番１号 

静岡庁舎新館５階  開発審査課あて 

（３）ファクシミリ：０５４—２２１－１１１７ 

報道資料 

【問合せ】開発審査課 盛土対策係 

     担当 青木、村岡 

     電話 ０５４－２２１－１５９１ 
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